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会
社
員
が
受
け
取
る
給
与
に
は
、
年
間

の
課
税
所
得
に
応
じ
て
所
得
税
が
か
か
り

ま
す
。
し
か
し
、
１
年
が
終
わ
ら
な
い
と

課
税
所
得
は
確
定
せ
ず
、
正
し
い
税
額
を

算
出
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
毎
月
の
給

与
か
ら
概
算
で
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ

ま
す
。
こ
の
徴
収
額
は
、
所
得
税
法
に
規

定
す
る
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
税
額
表

（
月
額
表
）」
に
基
づ
き
、「
そ
の
月
の
社
会

保
険
料
等
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
」
に

よ
っ
て
、
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
月
に

い
く
ら
徴
収
さ
れ
た
の
か
は
、
図
表
１

①
の
よ
う
に
給
与
明
細
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

所
得
税
は
、
給
与
の
総
額
に
か
か
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
給
与
か
ら
会
社
員

の
必
要
経
費
に
当
た
る
「
給
与
所
得
控
除
」

お
よ
び
一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合

に
給
与
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
る
「
所

得
控
除
」
を
差
し
引
い
た
金
額
（
こ
れ
を

課
税
所
得
と
言
い
ま
す
）
に
対
し
て
課
さ

れ
ま
す
（
図
表
１

②
参
照
）。

所
得
税
額
は
、
こ
の
課
税
所
得
金
額
に
、

定
め
ら
れ
た
所
得
税
率
（
Ｑ
２
参
照
）
を

か
け
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま

す
。
一
旦
、
概
算
で
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

に
つ
い
て
は
、
年
間
の
給
与
総
額
が
確
定

し
た
段
階
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
に

よ
っ
て
、
本
来
支
払
う
べ
き
所
得
税
額
と

の
差
額
を
精
算
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
（
詳

細
は
Ｑ
４
参
照
）。

監修／福田浩彦（NHB税理士法人）

1
A

1
Q

給
与
か
ら
差
し
引
か
れ
る
所
得
税
額
は

ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
決
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

毎
月
の
所
得
金
額
（
給
与
ー
控
除
額
）
に
応
じ
て

所
得
税
額
が
決
ま
り
ま
す

社会人になり、毎月給与を受け取るのがうれしい半面、給与と手取り
に随分差があると感じている人も多いでしょう。今回は、給与から差
し引かれる税金のうち主として所得税の仕組みと会社員版所得税還付
手続きなどをご紹介します。

所得税の所得税の
仕組みを理解しよう！仕組みを理解しよう！

【図表1-①】源泉徴収される所得税

給与明細書
3年10月度 0001　山田太郎 殿

支給日 　3年 10月 25日××××株式会社

202,638
差引支給額勤怠

健康保険
12,792

厚生年金
23,790

雇用保険
780

社会保険料計
37,362

課税対象額
212,638

所得税
5,200

住民税
14,800控除 57,362

控除合計

基本給
250,000

税法上支給額 （非）通勤費 非課税合計
250,000 10,000 10,000

支給
260,000
総支給額

（出所）監修者作成（所得税には復興特別所得税が含まれます）

年間の収入から必要経費を差し引いたものが「所得」

所得から所得控除を差し引いたものが「課税所得」

課税所得に所得税率をかけて「所得税額」を算出

所得税額から税額控除を差し引いた金額が実際の納税額

【図表1-②】所得税の計算方法（概要）
収入

所得 必要経費

課税所得 所得控除

所得税額

納税額 税額控除

会社員の
場合は
給与所得控除

（出所）監修者作成
（所得税には復興特別所得税が含まれます）
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所
得
税
に
は
、
一
定
金
額
を
超
過
し
た
部

分
の
税
率
が
高
く
な
る
「
超
過
累
進
税
率
」

が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
２
参
照
）。

課
税
所
得
金
額
に
応
じ
、
最
低
税
率
５
％
か

ら
最
高
税
率
45
％
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

課
税
所
得
が
１
９
５
万
円
以
下
で
あ

れ
ば
、
所
得
税
率
５
％
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
課
税
所
得
が
１
９
５
万
円
超
で
す
と
、

１
９
５
万
円
以
下
の
部
分
に
は
同
様
に
税

率
５
％
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
１
９
５
万
円

超
３
３
０
万
円
以
下
の
部
分
に
は
税
率
10

％
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
例
え
ば
課

税
所
得
が
３
０
０
万
円
の
場
合
、
所
得
税
額

は
20
万
２
５
０
０
円
（
1
9
5
万
円
×
５

％
＋
〈
3
0
0
万
円

１
９
５
万
円
〉
×

10
％
）
と
算
出
さ
れ
ま
す
。

な
お
所
得
税
に
加
え
復
興
特
別
所
得
税（
所

得
税
額
の
２・１
％
）
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
住
民
税
は
前
年
分
の
課
税
所
得
に
対
し

て
、
一
律
で
10
％
で
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
住
民
税
に
は
、
こ
の
10
％
分
の
ほ
か

に
、
条
例
に
定
め
る
一
定
額
以
上
の
所

得
を
有
す
る
会
社
員
（
納
税
義
務
者
）

等
が
平
等
に
負
担
す
る
均
等
割
が
あ

り
ま
す
。

3
A

3
Q

同
じ
年
収
で
も
支
払
う
税
金
の
額
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た

家
族
構
成
や
そ
の
他
の
控
除
額
に
よ
っ
て
違
っ
て
き
ま
す

例
え
ば
、
16
歳
以
上
の
扶
養
親
族
（
以

下
、
一
般
の
扶
養
親
族
と
い
い
ま
す
（
次
頁

注
））
が
い
る
場
合
に
は
「
扶
養
控
除
」
と
い

う
所
得
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
控
除
額
が

扶
養
親
族
の
年
齢
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
お

り
、
一
般
の
扶
養
親
族
に
適
用
さ
れ
る
控
除

額
は
１
人
に
つ
き
38
万
円
で
す
が
、
大
学
進

学
な
ど
で
教
育
費
な
ど
の
負
担
が
重
く
な
る

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
が
い
る
場

合
に
は
、
特
定
扶
養
親
族
と
し
て
１
人
に
つ

き
63
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
（
以
下
の
例
は

図
表
３
参
照
）。
例
え
ば
、
年
収
６
０
０
万
円

で
専
業
主
婦
の
妻
が
い
る
場
合
で
も
、
小
学

生
の
子
供
が
１
人
で
あ
れ
ば
子
供
は
扶
養
控

除
の
対
象
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
た
め
、
所

得
税
は
約
17
万
円
で
す
。
一
方
、
同
じ
給
与

で
も
子
供
が
小
、
中
、
高
校
、
大
学
生
の
４

人
の
場
合
に
は
高
校
、
大
学
生
の
子
供
が
扶

養
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得
税
は
約
８
万

円
と
な
り
税
負
担
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。
一
方
、

【図表２】所得税の税率

【図表3】年収600万円の場合の所得税額の例

20万7500円
年収600万円-（〈給与所得控除〉164万円＋〈社会保険料控除〉87万1002円
＋〈基礎控除〉48万円）＝（課税される所得金額）300万8000円（1000円未満切り捨て）
【所得税計算】
300万8000円×（税率）0.1-（控除額）9万7500円＝20万3300円
20万3300円＋（復興特別所得税額）4269円＝20万7500円（100円未満切り捨て）

16万8700円
年収600万円-（〈給与所得控除〉164万円＋〈社会保険料控除〉87万1002円
＋〈基礎控除〉48万円＋〈配偶者控除〉38万円）
＝（課税される所得金額）262万8000円（1000円未満切り捨て）
【所得税計算】
262万8000円×（税率）0.1-（控除額）9万7500円＝16万5300円
16万5300円＋（復興特別所得税額）3471円＝16万8700円（100円未満切り捨て）

8万2500円
年収600万円-（〈給与所得控除〉164万円＋〈社会保険料控除〉87万1002円
＋〈基礎控除〉48万円＋〈配偶者控除〉38万円＋〈扶養控除〉101万円）
＝（課税される所得金額）161万8000円（1000円未満切り捨て）
【所得税計算】
161万8000円×（税率）0.05-（控除額）0円＝8万900円
8万900円＋（復興特別所得税額）1698円＝8万2500円（100円未満切り捨て）

独身

夫：会社員
妻：専業主婦
子：小学生 1人

夫：会社員
妻：専業主婦
子：小学生、中学生、
　　高校生、大学生
　　各1人

家族構成 所得税額

2
A

2
Q

年
収
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
税
率
が
上
が
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、

本
当
で
し
ょ
う
か

「
超
過
累
進
課
税
制
度
」
の
た
め
、

年
収
が
高
い
ほ
ど
、
税
率
も
高
く
な
り
ま
す

※復興特別所得税は含まない

5%
10%

20%
23%

33%

40%

45%

超過累進税率

0 195 330 695 900 1800 4000 所得（万円）

税率

（出所）監修者作成

（出所）監修者作成
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所
得
は
、そ
の
性
質
に
よ
っ
て
、事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
、
利
子
所
得
な
ど
10
種
類
に
分

類
さ
れ
ま
す
。「
確
定
申
告
」
は
、
こ
れ
ら
す

べ
て
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
る
所
得
税
を

自
分
で
精
算
す
る
手
続
き
で
す
。
会
社
員
が

受
け
取
る
給
与
は
給
与
所
得
で
あ
り
、
年
末

調
整
に
よ
っ
て
手
続
き
を
済
ま
せ
ら
れ
ま
す

が
、
個
人
事
業
主
な
ど
は
年
末
調
整
を
行
え

な
い
た
め
、
確
定
申
告
で
手
続
き
を
し
ま
す
。

た
だ
し
、
会
社
員
で
も
、
年
末
調
整
で
所

得
税
の
精
算
が
終
了
し
な
い
場
合
な
ど
、
確

定
申
告
が
必
要
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
確
定
申
告
で
し
か
適
用
で
き
な
い

所
得
控
除
（
図
表
４
参
照
）
を
申
告
す
る
場

合
や
、
初
年
度
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

る
場
合
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
と
は
、
所
得
税
額
か
ら
直
接
控
除
で

き
る
「
税
額
控
除
」（
図
表
１

②
参
照
）
の

一
つ
で
、
住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
家
を
購
入

し
た
場
合
に
10
年
間
（
一
定
の
要
件
を
満
た

し
た
場
合
は
13
年
間
）
に
わ
た
り
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
適
用
す
る
初
年
度

だ
け
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
が
、
２
年
目

以
降
は
年
末
調
整
で
控
除
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
そ
の
ほ
か
、
年
収
２
０
０
０
万
円
以
上

の
会
社
員
や
複
数
の
会
社
か
ら
給
与
を
も
ら

っ
て
い
る
会
社
員
な
ど
も
確
定
申
告
が
必
要

で
す
（
図
表
５
参
照
）。

4
A

4
Q

年
末
調
整
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

年
末
調
整
と
は
、
一
旦
概
算
で
徴
収
さ
れ
た
税
金
を

精
算
す
る
仕
組
み
で
す

Q
１
で
解
説
し
た
よ
う
に
、
所
得
税
は

概
算
で
毎
月
の
給
与
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ

て
い
ま
す
。
正
し
い
税
額
を
算
出
す
る
た

め
、
年
間
の
給
与
額
が
確
定
す
る
年
末
に
、

「
年
末
調
整
」
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

事
業
主
（
会
社
）
は
、
従
業
員
か
ら
提
出
さ

れ
た
扶
養
控
除
な
ど
を
申
請
す
る
書
類
を

基
に
年
間
の
給
与
額
と
控
除
額
、
確
定
所
得

税
額
を
算
出
す
る
な
ど
、
年
末
調
整
を
行
う

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
従
業
員

は
、
余
分
に
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
れ
ば
税
還

付
を
受
け
る
一
方
、
不
足
し
て
い
れ
ば
追
加

徴
収
さ
れ
ま
す
。
還
付
や
追
加
徴
収
は
次
回

以
降
の
給
与
で
調
整
さ
れ
る
の
が
一
般
的

で
す
。

所
得
控
除
は
全
部
で
15
種
類
（
図
表
４
参

照
）
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
３
種
類
は
年

末
調
整
で
は
適
用
で
き
な
い
た
め
、
自
分
で

確
定
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
確
定
申

告
に
つ
い
て
は
Ｑ
５
参
照
）。

5
A

5
Q

確
定
申
告
が
必
要
な
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
す
か

自
営
業
の
人
は
全
員
申
告
が
必
要
。
会
社
員
で
も
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

な
ど
、
年
末
調
整
で
所
得
税
の
精
算
が
終
了
し
な
い
場
合
な
ど
に
必
要
と
な
り
ま
す

6
A

6
Q

確
定
申
告
す
る
際
、
気
を
付
け
る
べ
き
こ
と
は
何
で
す
か

必
要
な
書
類
を〝
漏
れ
な
く
〞〝
期
限
内
に
〞提
出
し
ま
し
ょ
う

確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
は
「
確
定
申
告

書
」
と
、
必
要
に
応
じ
て
用
意
す
る
「
添
付

書
類
」
で
す
。

添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
医
療
費

扶
養
親
族
の
い
な
い
独
身
の
場
合
は
、
所
得

税
は
約
21
万
円
と
税
負
担
が
大
き
く
な
り
ま

す
。
自
分
が
い
く
ら
所
得
税
を
払
っ
て
い
る

の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
ど
の
よ
う
な

所
得
控
除
が
あ
る
の
か
を
知
っ
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

（
注
）
扶
養
親
族
に
該
当
す
る
人
の
範
囲
は
、

配
偶
者
以
外
の
親
族
で
あ
る
こ
と
や
、
納
税

者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
て
所
得
が
48
万
円

以
下
な
ど
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

【図表４】所得控除の種類

年末調整で
適用できる
所得控除

確定申告で
しか適用で
きない所得
控除

基礎控除

生命保険料控除

地震保険料控除

配偶者控除

配偶者特別控除

扶養控除

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

障害者控除

ひとり親控除

寡婦控除

勤労学生控除

医療費控除
雑損控除
寄附金控除

【図表５】確定申告をするケース
確定申告により控除申告する例
■自宅を住宅ローンで購入した
■自宅を省エネ、耐震、バリアフリーに改修した
■退職して再就職しなかった
■高額な医療費がかかった
■災害や盗難の被害に遭った
■寄附をした　　　　　　　　　　　　　など

確定申告をしなければならない人
■給与収入が年間2000万円を超えている
■2カ所以上から給与をもらっている
■副業の所得が年間20万円超ある
■不動産所得がある
■兼業農家である　　　　　　　　　　　など

（出所）監修者作成

（出所）監修者作成
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ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
確
定
申
告
が
で
き
る
の
で
す
か

会
社
員
が
一
般
的
に
申
告
す
る
「
医
療
費
控
除
」
な
ど
が

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
申
告
で
き
ま
す

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
=
ス
マ
ホ
）
申
告
の

対
象
は
、「
医
療
費
控
除
」「
２
カ
所
以
上
か

ら
の
収
入
が
あ
る
場
合
」
な
ど
、
会
社
員

が
一
般
的
に
申
告
す
る
も
の
は
ほ
ぼ
網
羅

さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
持
っ
て
い
る
場
合
に
は
「
ｅ

Ｔ
a
x

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
）」
を
選
ぶ

と
、
直
接
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読
み

取
っ
た
う
え
で
、
ス
マ
ホ
か
ら
確
定
申
告

書
の
提
出
が
で
き
手
間
が
省
け
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
の
方
式
に
は
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
ア
プ
リ
」
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
と
、
ア
プ

リ
に
対
応
し
て
い
る
ス
マ
ホ
が
必
要
で
す
。

今
回
は
、「
医
療
費
控
除
」
を
例
に
、
ス
マ

ホ
で
作
成
で
き
る
ｅ

Ｔ
a
x
の
ス
マ
ホ

申
告
画
面
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。（
図
表

６
参
照
）

①
ブ
ラ
ウ
ザ
か
ら
国
税
庁
の
確
定
申
告

の
ペ
ー
ジ
を
開
き
、「
確
定
申
告
書
等
の
作

成
は
こ
ち
ら
」
を
選
択
し
ま
す
。
②
遷
移

後
の
画
面
で
最
初
に
、
申
告
内
容
に
関
す

る
質
問
へ
の
回
答
や
利
用
規
約
へ
の
同
意

な
ど
を
行
い
ま
す
。
③
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

ア
プ
リ
が
起
動
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
方
式
に
よ
る
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
ｅ

Ｔ
a
x
に
ロ
グ
イ
ン
す
る
た
め
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
初
回
登
録
な

ど
を
行
い
ま
す
。
④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
方
式
の
手
続
き
が
終
わ
っ
た
ら
ブ
ラ
ウ

ザ
に
戻
り
ま
す
。
会
社
で
も
ら
っ
た
源
泉

徴
収
票
を
見
な
が
ら
指
定
さ
れ
た
項
目
を

入
力
し
ま
す
。
⑤
控
除
の
入
力
画
面
に
進

み
、
医
療
費
控
除
の
欄
を
選
択
し
、
支
払

っ
た
医
療
費
な
ど
を
入
力
し
ま
す
。
あ
と

は
指
定
さ
れ
た
手
順
に
沿
っ
て
進
め
て
い

き
ま
す
。
還
付
金
が
発
生
す
る
場
合
に
は

振
込
先
銀
行
口
座
の
情
報
を
入
力
し
ま
す
。

最
後
に
入
力
内
容
を
確
認
し
、
問
題
な
け

れ
ば
送
信
し
て
確
定
申
告
は
完
了
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
確
定
申
告
は
税
務
署
に

出
向
か
な
く
て
も
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
折
、
密
を
避
け
る
た
め
に
も
、

ス
マ
ホ
等
を
活
用
し
た
確
定
申
告
も
検
討

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

控
除
を
受
け
た
い
場
合
、
支
払
っ
た
医
療
費

の
金
額
や
病
院
名
な
ど
を
記
し
た
明
細
書

が
必
要
で
す
。
申
告
内
容
ご
と
に
必
要
な
添

付
書
類
を
準
備
し
た
う
え
で
、
期
限
内
に
提

出
し
ま
し
ょ
う
。
①
提
出
期
間
は
翌
年
２
月

16
日
〜
３
月
15
日
で
す
が
、
②
還
付
申
告
の

場
合
は
翌
年
１
月
か
ら
５
年
間
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【図表6】スマートフォンで確定申告する手順

国税庁の確定申告の
ページで「確定申告
書等の作成はこちら」
をタップ

① ② ③

④⑤

こちらをタッ
プして作成ペ
ージへ

マイナンバーカード方式の手続
き終了後、ブラウザに戻り、源
泉徴収票に記載の項目を入力

（出所）監修者作成

申告内容に関する質問に答え
「次へ」をタップしながら進む

ｅ‒Ｔaxにログインするために
マイナンバーカードを読み取
り、初回登録などを行う

控除の入力画面に進み、医療費
控除の欄を選択。支払った医療
費などを入力

※令和３年12月時点の画面を使用

※令和4年1月から
スマホのカメラで
撮った徴収票の読
み取りで自動入力
が可能になってい
ます
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